
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.

合
理
的
配
慮
の
提
供 

学生委員会 

学務課、入試広報課 

健康管理センター 

各委員会、アドバイザー教員等 

 

 

 

 

 

１.相談 

 

相談者 

◆在学生・保護者 

◇入学希望者・保護者 

相談窓口 

◆学務課 学生支援担当 

在学中の学生生活、修学支援に

関すること 

◇入試広報課 

入学試験に関すること 

合理的配慮を必要と

しない支援の提供 

2.合理的配慮の必要性の確認 

学生ニーズの確認 

学内支援体制の説明 

関係部署 

授業担当教員 

アドバイザー教員等 

 

 

学内理事会 

合理的配慮決定までの流れ 

再審議要請 

 

4.合理的配慮の通知と同意 

5.合理的配慮要請 

 

 

 

運営会議 

3.合理的配慮の検討・決定 


